
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日 時    令和８年７月２７日（月）１３：００～１６：００ 

 

２ 場 所    マイドームおおさか  ２階Ｂホール 

大阪市中央区本町橋２－５ 

 

３ 主 催     大阪労働局、ハローワーク 

  協 力    ＮＰＯ法人就労継続支援Ａ型事業所全国協議会 

           社会福祉法人大阪府社会福祉協議会セルプ部会 

 

４ 対 象 者       就労系障害福祉サービスの利用を検討している障害のある方 

           及びご家族、支援者 

 

５ 内   容       ＜参加事業所＞ １８社（予定） 

（就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労移行支援、就労選択支援、相談支援） 

＜相談コーナー＞ハローワーク、社会福祉法人大阪府社会福祉 

協議会セルプ部会、大阪市障害者就業・生活支援センター 

 Press Release 

大阪労働局発表 

令和８年６月２９日 

 

 

近年、障害福祉サービス等報酬改定が行われたことや地方自治体の指導監督による指定取消処分等

により、就労継続支援Ａ型事業所の離職者が大きく増加しています。大阪労働局（局長 高橋 秀誠）

ではこうした状況を踏まえ、就労系の障害福祉サービスを提供する複数の事業所から説明を受けたり

直接相談することにより、障害のある求職者の方々が自分に合った行き先を選択するための「就労系

障害福祉サービス事業所」による説明会を下記のとおり開催いたします。 

【照会先】 

大阪労働局職業安定部職業対策課 

（電話）０６（４７９０）６３１０ 

 

障害のある求職者のための 



 
 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取材時における留意事項 
１ 撮影は、参加者の個人が特定されることのないよう撮影願います。（参加者

の顔については撮影不可。声についても収録後消去もしくは編集すること。） 
２ 参加者のプライバシーに配慮願います。 
３ その他 
（１）撮影時のカメラ位置等については、職員の指示に従ってください。 
（２）参加者との間で生じたトラブル等については、各社の責任において対応を

お願いいたします。 
（３） 腕章等プレス関係者であることを明示するものの着用をお願いいたしま     

す。 
（４） 上記に関わらず、職員の指示があった場合には、これに従ってください。 

「参考」 
就労系障害福祉サービスの種類と内容 

 ◇就労選択支援 

障害のある方が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、短期間の

生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、本人の希望、就労能力や適性等

に合った選択に向けた支援を受けることができます。（令和7 年10 月創設） 

◇就労移行支援 

一般企業等での就労を希望する方等が、就労に必要な知識や能力の向上のた

めに、一定期間、事業所内や企業での作業や実習等の必要な訓練等を受けること

ができます。 

◇就労継続支援A 型 

一般企業等での就労が困難な方等について、雇用契約に基づく働く場の提供

を通じて、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を受けるこ

とができます。 

◇就労継続支援B 型 

一般企業等での就労が困難な方等であって、雇用契約に基づく就労が困難で

ある方について、就労や生産活動の機会の提供を通じて、一般就労に必要な知

識、能力の向上のために必要な訓練を受けることができます。 
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